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査 答 申 情 第 ７ 号

平成１６年１１月２５日

生駒市長 中 本 幸 一 殿

生駒市情報公開及び個人情報保護審査会

会長 石 田 榮 仁 郎

公文書の部分開示決定に対する不服申立てについて（答申）

平成１６年５月１０日付け生再第８号で諮問のあった下記の事案について、別

紙のとおり答申します。

記

「生駒駅前北口第二地区再開発事業施設基本構想策定業務報告書」の部分開示

決定に対する異議申立て事案

（諮問情第７号）
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査答申情第７号

答 申

第１ 審査会の結論

生駒市長（以下「実施機関」という｡)の決定は妥当である。ただし、新しい

施設構想案作成後は、速やかに地元権利者等にその内容を説明し、不開示とし

た部分を開示できるようにすべきである。

第２ 諮問事案の概要

１ 公文書の開示請求

異議申立人は、平成１６年２月２４日、実施機関に対し、生駒市情報公開

条例（平成９年１２月生駒市条例第２６号。以下「条例」という｡)第８条の

規定により 「駅前再開発第２地区事業計画案」の写しの交付による開示請、

求を行った。

２ 実施機関の決定

実施機関は 平成１６年３月９日 本件請求に対応する公文書として 生、 、 、「

駒駅前北口第二地区再開発事業施設基本構想策定業務報告書 （以下「本件」

公文書」という｡)を特定した上で、本件公文書のうち、次の「(1) 開示をし

ないことと決定した部分」を除いて開示をする決定（以下「本件処分」とい

う｡)を行い、次の「 2) 開示をしない理由」を付して異議申立人に通知し（

た。

(1) 開示をしないことと決定した部分

イメージパース案及び施設構想案の内容（以下「イメージパース案等」

という ）。

(2) 開示をしない理由

ア 条例第６条第６号及び第７号該当理由

当報告書は、生駒駅前北口第二地区再開発事業について、区域の変更

を想定した試案であり、事業を推進していく上において、行政内部の意

思形成を図るための検討中の資料であり、地元権利者にも提示していな

い未成熟な情報を含んでいる。これらの情報のうち、イメージパース案

等は、開示をすることにより、試案ではなく、現実の成案であるかのよ

うな誤解を市民等に与え、地元権利者との信頼関係を損なうなど、無用

の混乱を招き、公正かつ適正な意思形成及び事務事業に著しい支障が生
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ずると認められるため。

３ 不服申立て

異議申立人は、平成１６年５月７日、本件処分を不服として、行政不服審

査法（昭和３７年法律第１６０号）第６条の規定により、実施機関に対して

異議申立てを行った。

４ 諮問

実施機関は、平成１６年５月１０日、条例第１２条第１項の規定により、

生駒市情報公開及び個人情報保護審査会（以下「当審査会」という｡)に、当

該異議申立てに係る諮問（以下「本件事案」という｡)を行った。

第３ 異議申立人の主張要旨

１ 異議申立ての趣旨

本件処分のうち、不開示とした処分を取り消し、当該部分の開示をすると

の決定を求める。

２ 異議申立ての理由

異議申立人が異議申立書、意見書及び口頭意見陳述において主張している

異議申立ての理由は、おおむね次のとおりである。

(1) 条例の目的及び解釈・運用等について

本条例は、公文書の開示をする市民の権利を保障することにより、市民

の市政への参加を促進するとともに、市の諸活動を市民に説明する責任が

全うされるようにし、もって公正で開かれた市政を推進することを目的と

している（条例第１条 。そして、実施機関は、公文書の開示をする市民）

の権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、運用しなければならな

いとされており（条例第３条 、非開示事由は限定列挙されているのであ）

る（条例第６条 。このような本条例の目的（１条 、実施機関の責務（３） ）

条）及び非開示事由の定め方（６条）からして、公開請求にかかる情報は

原則として公開すべきというのが条例の解釈にあたっての基本的な指針と

されなければならず、したがって非開示事由に該当するか否かの判断は厳

格にされなければならない。

また、本件公文書の開示をしないこととした部分の中には、公表されて

いる施設構想案がある。

(2) 条例第６条第６号該当性について

、 。イメージパース案等は 次の理由により条例第６条第６号に該当しない

ア 「意思形成」とは、生駒市内部の意思形成を意味している。
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イ 意思形成過程情報についても、原則公開の精神が及ぼされるべきで、

行政の一方的な便宜だけで非公開とすべきでない。

ウ 情報公開制度が行政の意思形成過程が真に適正になされているかをチ

ェックするために運用されることが期待されている以上、意思形成過程

を理由とする非開示決定は、慎重に行われるべきである。

エ 意思形成過程といっても、法令等に基づいて裁量の余地が少ないもの

やその他一義的に定められるようなものの場合には、その意思形成の過

程が開示されたとしても無用の混乱等生ずるおそれは低いから、本号の

「意思形成過程」における情報には当たらない。

オ 著しい支障が生ずる おそれも 行政側の単に抽象的・主観的な お「 」 、 「

それ」があるだけで非公開とするのは、条例の趣旨を没却しかねなく不

当で、支障が生ずる具体的・客観的な蓋然性があることが必要である。

カ 本件不開示情報を開示することにより 「生駒市都市計画審議会」及、

び「奈良県都市計画審議会」での審議に関し、実施機関は「未熟な情報

が一人歩きすることによって、自由かつ率直な意見交換等が阻害される

ことになる」と述べるだけで、その意思形成に「著しい支障が生ずる」

具体的・客観的な蓋然性を何ら主張、立証し得ていない。

、 、キ 通常 審議会等の意思形成に支障を与える情報として想定されるのは

議事録等、委員の具体的な発言内容が明らかになるものであり、本件不

開示情報が開示されたからといって、委員の自由かつ率直な意見交換等

が阻害されることは想定できず、本件不開示情報が都市計画決定のあり

方とどのように関連するのかも不明である。

(3) 条例第６条第７号該当性について

、 。イメージパース案等は 次の理由により条例第６条第７号に該当しない

ア 実施機関の主観により開示・不開示が決せられるのは不当であり、支

障が存在する高度の蓋然性が客観的に認められることが必要である。

イ 「著しい支障が生ずる」おそれについては、実施機関の抽象的な「お

それ」があるだけで非公開とするのは、条例の趣旨を没却しかねなく不

当で、支障が生ずる具体的な蓋然性を実施機関が主張、立証する必要が

ある。

ウ 実施機関は、主観的、抽象的なおそれを述べているに過ぎず、支障が

存在する高度の蓋然性を全く主張、立証し得ていない。

エ 生駒駅前北口再開発整備計画のパンフレットの完成イメージ図や平成
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２年４月市街地再開発準備協議会発行の再開発ニュース「ようこそ生駒

へ」の完成予想図、また、１９８８年５月の朝日新聞に掲載された「完

成予想図」は、集合住宅型の構想を発表したものである。このように、

過去に完成予想図が出ていて、市のホームページや駅前のスーパービジ

ョンでも完成予想図の映像を見ることができる。

オ 不開示にしたイメージパース案の一部が、生駒駅前スーパービジョン

及び市のホームページで放映されている。また、平成１３年３月議会の

会議録には、理事者側の答弁が載っており、部分開示の決定のあり方が

不自然ではないかという思いを強めている。

第４ 実施機関の説明要旨

１ 本件公文書について

平成９年３月の生駒駅前北口第一地区市街地再開発事業の完成後におい

て、引き続き第二地区の事業化に向けて地元権利者で組織された第二地区再

開発協議会（以下「再開発協議会」という｡)と協議を重ねていたが、その後

の日本経済の低迷により、再開発事業を取り巻く環境が厳しくなったため、

事業の根幹を成す核施設について具体的な計画策定が困難な状況になった。

しかし、第四地区に関しては、核施設に見通しがついたことにより、権利

者で組織された再開発準備組合（現在は再開発組合）によって事業が動き出

。 、 、した その結果 第一地区と第四地区との間に位置する第二地区についても

早期着手に向けて基本構想等を整備していくことについて、再開発協議会等

からの要望が強くなった。また、行政としても第二地区は規模的にも第一地

区に匹敵するものであることから、市の重要施策として計画を推進していく

ことになった。

本件公文書は、このような経緯の中、平成１１年度に第二地区の再開発事

業推進のため、公共施設を核とした構想を市内部で検討するための資料とし

て、生駒市が委託により作成したものであり、都市計画決定等の法的な手続

はもとより、地元権利者、奈良県、国等との協議を経ていないものである。

２ 条例第６条第６号該当性について

イメージパース案等は、次の理由により条例第６条第６号に該当する。

(1) イメージパース案は、施設建築物を中心に配置した建物完成時のカラー

版の２案の図面であり、また 「施設構想案の内容」の面積表には施設の、

各階別及び用途別に具体的な面積が表示されており、平面図、断面図は各

階毎の施設配置を表示してあることから、視覚的に印象が強く、両方の情
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報を併せて見るとあたかも決定した計画案として情報が一人歩きする可能

性が高いものである。

(2) これらの情報は、事業関係者である地元権利者及びその組織である再開

発協議会を始め、市外部に公表していない。開示することになれば、本件

公文書の施設構想案が既に市において決定されたものであるかのように、

地元権利者や市民に誤解を与えるおそれがある。

事業を進めるに当たっては、市としての一定の方向性が出た段階で、ま

ず、地元権利者や再開発協議会等に説明し、理解していただいた上で協力

をいただかなければならないが、そういった対応をする前の段階であるた

め、開示をすると、本来、より早い時期に説明等を受けるはずの地元権利

者や再開発協議会等が市に対して不信感を抱き、説明、協議の場が持てな

くなったり、公正かつ適正な合意形成に著しい支障が生ずる。

(3) 今後、再開発協議会等と第二地区の基本構想等を構築していく過程にお

いて、地元権利者がイメージパース案等のイメージに左右されその意思形

成に影響を与えるとともに再開発協議会等との公正かつ適正な合意形成に

も著しい支障が生ずる。

(4) 中央公民館区域を再開発区域に編入することは、都市計画決定が必要な

ことから、今後、行われる生駒市都市計画審議会や奈良県都市計画審議会

の審議においても、未成熟な情報が一人歩きすることによって、自由かつ

率直な意見交換等が阻害されることになる。

３ 条例第６条第７号該当性について

イメージパース案等は、次の理由により条例第６条第７号に該当する。

(1) 再開発事業は地元権利者の財産の権利変換を行うものであるため、都市

再開発法により、再開発事業を進めていくためには、地元権利者の同意が

必要とされている。

(2) イメージパース案等は、用途変更や風致地区を縮小することについての

県との協議が不調になった時点で重要部分の変更が生じ、当該部分が廃案

になることが予想され、また、地元権利者にも説明していない段階のもの

であったため、本件公文書は出せなくなったものである。

(3) これらの情報を開示すれば、あたかも確定したものであるかのごとく情

報が一人歩きをし、市と一体となって事業について協議していくべき地元

権利者等に市の事業推進の姿勢に対する不信感を抱かせるとともに、市に

対する心証を著しく悪化させて事務の執行に不可欠な相互の協力・信頼関
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係を壊したり、今後、その信頼回復に相当の時間を要することになり、今

後の事業推進に際し無用な時間と労力を費やすなど、事業の実施が遅れる

ことになる。

(4) 過去に検討資料のための試案が事前に地元権利者に説明がないまま伝わ

り、一方的に市が作ったとされ、繰り返し説明しても理解が得られなかっ

たため、事業がストップし、地元の信頼をなかなか回復できないことがあ

った。

第５ 審査会の判断理由

当審査会は、本件事案について審査した結果、次のとおり判断する。

１ 基本的な考え方

条例は、公文書の開示を請求する市民の権利を保障することにより、市民

の市政への参加を促進するとともに、市の諸活動を市民に説明する責務が全

うされるようにし もって公正で開かれた市政を推進することを目的とし 第、 （

１条 、実施機関は、その解釈・運用に当たっては、公文書の開示を請求す）

る市民の権利が十分に尊重されるようにする（第３条前段）としている。

このように、市民の「公文書の開示請求権」を保障し 「開示を原則」と、

する理念の下にあっても、個人に関する情報がみだりに公にされることのな

いよう最大限の配慮をし（第３条後段 、開示をすることにより個人、法人）

等の正当な権利・利益を侵害したり、市民全体の福祉の増進を目的とする行

政の公正かつ適正な執行を妨げ、市民全体の利益を著しく害することのない

よう、例外として開示をしないことができる情報（第６条）を定めている。

当審査会は、このような条例の趣旨を踏まえ、実施機関が本件公文書にお

いて開示をしないことと決定した部分が同条各号に該当するかどうかについ

て、判断することとする。

２ 本件公文書について

本件公文書は、平成１１年度に第二地区の再開発事業推進のため、公共施

設を核とした構想を市内部で検討するための資料として、生駒市が委託によ

り作成したものであり、都市計画決定等の法的な手続はもとより、地元権利

者との協議を経ていないものであるとともに、本件公文書の開示をしないこ

とと決定した部分であるイメージパース案等は、用途地域の変更や風致地区

の縮小につき県との協議が不調になったことにより、重要部分の変更が生じ

たため、実施機関は、新たな施設構想案を策定しているところである。

以上の認識の上で判断を行うこととした。
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３ 条例第６条第６号該当性について

条例第６条第６号は、市又は国等の事務事業に係る意思形成が公正かつ適

正に行われることを確保するという観点から 「市又は国等の事務事業に係、

る意思形成過程において、市の機関内部若しくは機関相互間又は市と国等と

の間における審議、協議、検討、調査、研究等に関し、実施機関が作成し、

又は取得した情報であって、開示をすることにより、当該事務事業又は同種

の事務事業に係る公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生ずると認められ

るもの」が記録されている公文書については開示をしないことができると規

定している。

本件公文書は、平成１１年度に第二地区の再開発事業推進のため、公共施

設を核とした構想を市内部で検討するための資料として、生駒市が作成した

、 、 、 、ものであり 都市計画決定等の法的な手続はもとより 地元権利者 奈良県

国等との協議を経ることなく市の意思を形成するためのごく初期段階の資料

として作成された、現段階においては極めて未成熟な意思形成過程にある情

報であると認められる。

、 、 、 、また 市街地再開発事業は 再開発区域内の従前の土地 建物等の権利を

新しく建築する建築物の床に権利を置き換える権利変換という手法により、

建築物の高度化による土地の有効利用と併せて道路等の公共施設の整備を行

う事業である。新しく建築する建築物は、従前の権利者が権利変換により区

分所有し、管理運営されるものであるため、地元権利者の意向を尊重しなが

ら公共施設の整備を図る性格を有するもので、その事業化のためには、地元

権利者等との協議が必要不可欠のものである。

前述したように新たな施設構想案を作成中である現段階では、市と地元権

利者とで事業を進めていくという再開発事業の特殊性を考慮すれば、重要部

分の変更が生じ、廃案になることが予想されるものであったとしても、市か

、 、らの説明等を受ける前に 第三者等を通じて地元権利者等に情報が伝われば

、 、 。心証を害したり 誤解を招いたりして 混乱を生じさせることが考えられる

その結果、地元権利者等が市に対して不信感を抱いたり、開示された内容

があたかも確定されたものとして伝播されたりすることにより、今後の生駒

駅前北口再開発第二地区の再開発事業において、市が意思形成を図る上で重

要な地元権利者との協議等に、著しい支障が生じるものと認められる。

以上のことから、今後の事業の推進に係る公正かつ適正な意思形成に著し

い支障を与えるものであり、条例第６条第６号に該当する。
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４ 条例第６条第７号該当性について

条例第６条第７号は、市又は国等の行う事務事業の公正かつ円滑な執行を

、「 、 、 、 、確保するという観点から 市又は国等が行う立入検査 監査 許可 認可

試験、審査、争訟、入札、交渉、渉外、人事その他の事務事業に関する情報

であって、開示をすることにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の

目的を損ない、又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が

生ずると認められるもの」が記録されている公文書については開示をしない

ことができると規定している。

新たな施設構想案を作成中である現段階では、市と地元権利者とで事業を

、 、進めていくという再開発事業の特殊性を考慮すれば 重要部分の変更が生じ

廃案になることが予測されるものであったとしても、これを地元権利者にそ

の内容を説明する前に第三者である開示請求者に開示することは、地元権利

者の心証を害することになる。

その結果、地元権利者等の市に対する不信感から、その信頼回復に相当の

、 、時間を要することになり 今後の事業推進に無用な時間と労力を費やしたり

市に対する心証を著しく悪化させて事務の執行に不可欠な相互の協力関係、

信頼関係の形成が阻害され、今後、正式に決定される情報との差異を巡り混

乱を招いたりして、協議や交渉が著しく難航し、事業の実施が遅滞したりす

ることによって、著しい支障が生じるものと認められる。

以上のことから、今後の事務の公正かつ円滑な執行に著しい支障をきたす

ものであり、条例第６条第７号に該当する。

５ 公表されているイメージパース案との関係について

開示をしないことと決定したイメージパース案の一部が、生駒駅前スーパ

ービジョン及び市のホームページで放映されているとの異議申立人の主張に

ついて当審査会で確認したところ、異議申立人が主張する「スーパービジョ

ンいこま」等で公表されているものは、平成２年に都市計画決定されるとと

もに、地元権利者等にも説明済みのものであり、本件公文書のイメージパー

ス案とは別のものであることを確認した。

６ 結論

(1) 以上の理由から、当審査会は 「第１ 審査会の結論」のとおり判断す、

る。

(2) 当審査会は、本件公文書を、再開発事業推進のために、市及び再開発協

議会等との意思を形成するための検討用資料として作成されたものである
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が、その重要部分の変更を伴う極めて未成熟な情報であるものと認めた。

そのことを踏まえた上で、前述のとおり判断したものであり、請求時点

において部分開示とした実施機関の決定は妥当であると判断する。

ところで、本件においては、地元権利者への説明が遅れている理由とし

て、用途地域の変更や風致地区の縮小という都市計画の変更を目指し、県

との協議を続けたが、変更が認められなかったため、廃案にせざるを得な

かったという特殊な事情があった。

しかし、単に関係者に説明していないことをもって、第三者に開示でき

ない理由にはならず、むしろ、もう少し早く関係者に説明すべきものであ

った。説明すべき時期には関係者に遅滞なく説明すべきであるという事業

遂行上の基本からして、今後、少なくとも市内部において新しい案が策定

された段階で地元権利者等に速やかに説明することによって、本件公文書

を開示できるようにすべきであるとの結論に至った。

なお、本件審査の過程においては 「時限的な開示ではなく、支障が生、

ずる蓋然性が低いと考えられるから、開示が相当である 」との意見もあ。

ったことを申し添える。
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審 査 会 の 審 査 経 過

年 月 日 審 査 経 過

平成１６年５月１０日 〇 実施機関から諮問を受けた。

平成１６年５月２０日 〇 実施機関から理由説明書の提出を受けた。

平成１６年６月９日 〇 不服申立人から意見書の提出を受けた。

平成１６年７月１日 〇 実施機関から不開示理由の聴取等を行った。

本件第１回審査会 〇 審議を行った。

（通算第２２回審査会）

平成１６年７月１５日 〇 不服申立人等から意見の聴取等を行った。

本件第２回審査会 〇 審議を行った。

（通算第２３回審査会）

平成１６年８月３日 〇 実施機関から不開示理由の聴取等を行った。

本件第３回審査会 〇 審議を行った。

（通算第２４回審査会）

平成１６年８月２３日 〇 審議を行った。

本件第４回審査会

（通算第２５回審査会）

平成１６年９月２１日 〇 審議を行った。

本件第５回審査会

（通算第２６回審査会）

平成１６年１１月５日 〇 審議を行った。

本件第６回審査会 〇 答申の案文検討を行った。

（通算第２７回審査会）

平成１６年１１月２４日 〇 答申の案文検討を行った。

本件第７回審査会 〇 答申を確定した。

（通算第２８回審査会）
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